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法科大学院の ｢現実｣

阿 部 浩 己
(本法務研究科教授)

旧約聖書の ｢コ- レトの言葉｣にこうい う一節があると,ある作家が記 している｡｢かつてあっ

たことは,これからもあり/かつて起 こっプこことは,これからも起 こる｡太陽の下,新 しい ものは

何ひとつない｣｡

むろん,かつてあったことがまった く同 じ形 をもって現前することはさすがにないだろうが,そ

の作家がい うように ｢相似的反復｣であれば大いにありうることは,歴史が繰 り返 し教えて くれて

いる｡丸山真男の 『現代政治の思想 と行動 [新装版]』を読み直 していて,卒然 と,その ｢コ- レ

トの言葉｣が脳裏をよぎった｡

同書に収められた ｢軍国支配者の精神形態｣によれば,ファシズムの現われ方はアブノーマルな

精神状況 とヒステリー的症状を随伴する点において洋の東西を問わない ものの, 日本 (軍国日本)

の場合は,社会的身分の高い ｢秀才｣たちがその先頭に立 っていた ところに顕著な特徴が見 られる

とい う｡そして,その秀才たちは,自己の行動に絶えず倫理の霧を吹きかけ罪の意識 を回避 しなが

ら,既成事実に屈服 し,自己の信念を ｢私情｣ として殺 して しまう精神構造を共有 していた とされ

る｡

倫理の霧 とは自己の行動 を善 と信 じきること (つまりは自己欺隔),それも,事大主義 と権威主

義を背景にしたそれ,を意味する｡既成事実への屈服 とは要するに ｢既に決 まった政策には従わざ

るをえなかった｣ とい う自己弁明の謂いだが,別言すれば,実際にはそうした現実を作 り出すのに

自ら寄与 しながら,い ったん現実が作 り出されると,今度は逆に周囲によりかか ってその保守にい

そしむ態度 を指す｡そんな秀才たちの弁明で際立 っているのは,｢私個人 としては反対だったのだ

が-｣,｢本心はそうではなかったのだが-｣ とい う私情の吐露 と,そうした私情の抑圧 を美化する

精神性である｡極東国際軍事裁判において被告 となった 日本 ファシズムの旗手たちは,口をそろえ

て, 日本のとった政策に個人的には反対であったと述べている｡丸山が指摘するように,まるで,

一連の歴史的過程が天災地変であったかのような感を与えずにはいない｡

この国にあって ｢現実｣ とは,戦後 65年を経た今 日にあっても, どこかで作 り出されて しまっ

た既成事実,あるいはどこからか降 ってきた所与のものとしてイメージされがちである｡ どうしよ

うもない もの,仕方のないもの,だから屈服せざるをえない, とい う現実の認識｡私情をもってこ

れにあらが うことは,非現実的な観念論 ･理想論,あるいは無責任な物言い とい うレッテノレを貼 ら

れて蔑 まれるのがオチだろうか｡

過去からの必然 として提示 される現実は,｢元的な位相をもって描出されるのが常である｡現実

は多様な力学が錯綜するなかで立体的に構成 されているにもかかわらず,あたか もただ一つの側面

しかないかのように-･･･.た とえば,沖縄 ･普天間基地移設問題 をめぐる政策決定エ リー トの発言,
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あるいは本土マスコミの報道ぶ りは,まさに日本における支配的な現実観を伝えてあまりある｡辺

野古沖への移設はもう変えようがない とされ,現実なるものは天の定めにも等 しく描かれて しまっ

ている｡

だが,ポス ト構造主義的な言説を召喚するまでもな く,実際には,現実は作 り出されて しまった

ものでも,天から与えられたものでもない｡作 り出されて しまった側面があるにしても,その現実

は造 りかえることができる｡多様な現実のどの側面を照射するか,あるいは現実のどこをどう造 り

直すかは,私たちの選択の問題なのであって,けっして所与のものなのではない｡だからこそ ｢私

個人 としては反対なのだが｣ とい うのなら,なによりその想念を大切にして行動すべ きなのだ｡絶

えざる脱/構築の過程にある現実にとって,私情 ･信念の表明はときに偶有的な効果を生 じさせる

貴重な契機にもほかならない｡

鎗娘 とさまよう法科大学院制度の ｢現実｣にも同 じことがあてはまるだろうか｡｢コ- レトの言

葉｣が記憶の中でよみがえったのは,実は,戦前から続 くこの国の精神性が法科大学院制度にあっ

ても相似形 をもって反復 されているのではないか, とい う懸念に駆 られてのことで もある｡二〇〇

四年に導入 されたこの新 しき法曹養成制度は,自己の行動に倫理の霧 を吹きかけ,既成事実に屈服

し, さらに自己の信念を押 し殺 して しまう精神構造を抱え込んだままに変遷を重ねてきているので

はないか｡

フランスの哲学者 ジル ･ドゥルーズによれば,現代社会は ｢規律社会｣から ｢管理社会｣に移行

しているとい う｡管理社会は,｢評価｣ を軸に成立する｡法科大学院 もその例外ではな く,現に,

私たちも外部機関による連綿たる評価にさらされて久 しい｡評価のためには基準がなくてほならな

いが,人間社会にあって絶対的な正 しさを有する基準など存在 しようがな く, したがって,評価作

業は評価者が正 しい と考える基準によって遂行 されざるをえない｡悲劇 とい うしかないのは,その

基準がさしたる説明もなく変わって しまう場合である｡司法試験 との距離の置 き方にかかる評価基

準がこの数年の問に忽然 と変わって しまったのはその典型例にはかならない｡当初 とは打 って変わ

って,いまや各法科大学院は司法試験対策 を強 く求められるようになっている｡｢昨 日の言動を今

日翻 して平然たる風景｣(丸山長男) とい うしかない｡

問題は,こうした情景が法科大学院制度のそこか しこにみられる一方で,それが倫理の霧を伴 っ

ていかん ともしがたい現実の流れであるかのように表 されて しまうことにある｡｢個人的には必ず

しもそうは思わないのだが---｣ とい う言明にしても,制度の構築や評価事業 を領導する人たちか

ら少なからず聞かれるところである｡なにやら,｢自分の意見は意見,議論は議論 といた しまして,

国策がいや しくも決定 されました以上,われわれはその国策に従 って努力する｣だけ, とい う,檀

東国際軍事裁判における小磯被告の供述が法曹養成制度の政策決定過程にそのままに反響 している

かのようでもある｡

むろん小論では,だからとい ってこの制度への根本的な疑義を煽 っているのではない｡そうでは

な くて,法科大学院選別 (連携 ･淘汰)の力学が公然 と噴出するようになったいま,支配的な力を

有する人々が描 き出す法科大学院制度の現実を諾々 と受け入れるのではな く,む しろ未来に開かれ

た多様な法科大学院の現実をもっと多 くの人たちが描 き始めてよいのではないか, とい うことをい

いたいだけである｡

｢昨 日の言動 を今 日翻 して平然たる風景｣はあきらかにおか しい｡こだわるべ き点には徹底 して

固執 し,新 しい局面においてそれらを不断に具体化 しながら問いを発 し続けてい くことが大切であ
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ろう｡そうでなくては, とりわけ中小の法科大学院は,｢上から｣降 り注いできた ｢既成事実｣を

ただ噴下するだけの役回 りになって しまいかねない｡歴史学のひそみに倣 うなら,歴史を動かす最

終の力が民衆にあるように,法科大学院制度を動かす最終の力 も,この制度に携わる人間一人ひと

りの偶有的な力の結集のなかに宿 っているのではないか｡現実 とは,｢仕方なき｣運命 としてでは

なく,批判的な言説に支えられた私たち自身の選択の結果 として出来することを忘れてはなるまい｡
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